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議案第４号参考資料 

件 名 
専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度埼玉県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）） 

根拠法令等 地方自治法第１７９条第３項 

【 専決処分とした理由 】 

社会診療報酬支払基金交付金の減額交付に伴い、歳入不足分を補うため保険給付

費支払基金を取り崩す必要があったが、議会を招集する時間的余裕がなかったことに

より、平成２３年３月２９日に地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分としたも

の。 

 

 

【 内 容 】 

別紙のとおり 

施 行 日 －  

【その他参考事項】 

 

 

 



 



（単位：千円）

予算現額 補正予算額 補正後予算額

支払基金交付金 195,408,883 △ 3,000,000 192,408,883

支払基金交付金 後期高齢者交付金 現年度分 195,408,883 △ 3,000,000 192,408,883

 

繰入金 2,968,341 3,000,000 5,968,341

基金繰入金
保険給付費支払基金
繰入金

保険給付費支払基金繰
入金

2,968,341 3,000,000 5,968,341

0合       計

【歳入】

社会保険診療報酬支払基金からの交付見込額に応じた交付金の減額

　

　

後期高齢者交付金の減額に伴う基金繰入金の増額

平成２２年度　特別会計補正予算（第３号）の概要

　

項　   　　目 補　正　内　容　の　概　要
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